
参
照
条
文

○
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
法
律
第
百
五
十
号
）
（
抄
）

じ
ん

（
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

じ
ん

第
二
条

国
民
経
済
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
か
つ
、
当
該
災
害
に
よ
る
地
方
財
政
の
負
担
を
緩
和
し
、
又
は
被
災
者
に
対
す
る
特
別
の
助
成
を
行
な
う

こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
災
害
を
激
甚
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

じ
ん

２

前
項
の
指
定
を
行
な
う
場
合
に
は
、
次
章
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
、
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
て
適
用
す
べ
き
措
置
を
当
該
政
令
で
指
定
し
な
け
れ

じ
ん

ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

（
特
別
の
財
政
援
助
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
）

第
三
条

国
は
、
激
甚
災
害
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
で
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
以
下
「
特
定
地
方
公
共
団

じ
ん

体
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
交
付
金
を
交
付

し
、
又
は
当
該
特
定
地
方
公
共
団
体
の
国
に
対
す
る
負
担
金
を
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

一

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業

二

前
号
の
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災
害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め
こ
れ
と
合
併
し
て
行
な
う
公
共

土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
第
三
条
に
掲
げ
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業

三

公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
公
立
学
校
の
施
設
の
災
害
復
旧
事

業
四

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
建
設
又
は
補
修
に
関

す
る
事
業

五

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
条
又
は
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
保
護
施
設
の
災
害
復
旧
事
業

六

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
児
童
福
祉
施
設
の
災
害



復
旧
事
業

六
の
二

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
災
害
復
旧
事
業

七

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
設
置

し
た
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
災
害
復
旧
事
業

八

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
設
置
し
た
知
的
障
害
者
更
生
施
設

又
は
知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
災
害
復
旧
事
業

九

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
設
置
し
た
婦
人
保
護
施
設
（
市
町
村
又
は
社
会
福
祉

法
人
が
設
置
し
た
婦
人
保
護
施
設
で
都
道
府
県
か
ら
収
容
保
護
の
委
託
を
受
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
災
害
復
旧
事
業

十

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
規
定
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
災
害

復
旧
事
業

十
一

激
甚
災
害
の
た
め
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設

置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
支
弁
及
び
同
法
第
五
十
七
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
の
支
弁
に
係
る
感
染
症
予
防
事
業

十
二

激
甚
災
害
に
伴
い
発
生
し
た
土
砂
等
の
流
入
、
崩
壊
等
に
よ
り
河
川
、
道
路
、
公
園
そ
の
他
の
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
区
域
内
に
堆
積
し

じ
ん

た
い

た
政
令
で
定
め
る
程
度
に
達
す
る
異
常
に
多
量
の
泥
土
、
砂
礫
、
岩
石
、
樹
木
等
（
以
下
「
堆
積
土
砂
」
と
い
う
。
）
の
排
除
事
業
で
地
方
公
共
団
体

れ
き

た
い

又
は
そ
の
機
関
が
施
行
す
る
も
の
（
他
の
法
令
に
国
の
負
担
若
し
く
は
補
助
に
関
し
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
又
は
国
が
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
し
、

若
し
く
は
補
助
す
る
災
害
復
旧
事
業
に
附
随
し
て
行
な
う
も
の
を
除
く
。
）

十
三

激
甚
災
害
に
伴
い
発
生
し
た
前
号
に
規
定
す
る
区
域
外
の
堆
積
土
砂
で
あ
つ
て
、
市
町
村
長
が
指
定
し
た
場
所
に
集
積
さ
れ
た
も
の
又
は
市
町
村

じ
ん

た
い

長
が
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
が
公
益
上
重
大
な
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
行
な
う
排
除
事
業
（
他
の
法
令
に
国
の
負
担
又
は

補
助
に
関
し
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四

激
甚
災
害
の
発
生
に
伴
い
浸
入
し
た
水
で
浸
入
状
態
が
政
令
で
定
め
る
程
度
に
達
す
る
も
の
（
以
下
「
湛
水
」
と
い
う
。
）
の
排
除
事
業
で
地
方

じ
ん

た
ん

公
共
団
体
が
施
行
す
る
も
の



２

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
児
童
福
祉
施
設
の
激
甚
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該
当
し

な
い
も
の
（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
に
つ
い
て
は
、
同
条
及
び
同
法
第
五
十

六
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
特
別
財
政
援
助
額
等
）

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
国
が
交
付
し
、
又
は
減
少
す
る
金
額
の
特
定
地
方
公
共
団
体
ご
と
の
総
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
財
政
援
助
額
」

と
い
う
。
）
は
、
特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
ご

と
の
都
道
府
県
の
負
担
額
を
合
算
し
た
額
を
次
の
各
号
に
定
め
る
額
に
区
分
し
て
順
次
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
金

額
と
す
る
。

一

激
甚
災
害
が
発
生
し
た
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
標
準
税
収
入
（
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負

じ
ん

担
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
を
い
い
、
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
標
準
税
収
入
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
十
を
こ
え
、
百
分
の
五
十

ま
で
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
五
十

二

前
号
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
の
百
分
の
五
十
を
こ
え
、
百
分
の
百
ま
で
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
五
十
五

三

第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
の
百
分
の
百
を
こ
え
、
百
分
の
二
百
ま
で
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
六
十

四

第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
の
百
分
の
二
百
を
こ
え
、
百
分
の
四
百
ま
で
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
七
十

五

第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
の
百
分
の
四
百
を
こ
え
、
百
分
の
六
百
ま
で
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
八
十

六

第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
税
収
入
の
百
分
の
六
百
を
こ
え
る
額
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
九
十

２

特
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
に
係
る
特
別
財
政
援
助
額
の
算
定
方
法
は
、
前
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
政
令
で
定
め
る
。

３

前
二
項
の
特
別
財
政
援
助
額
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
ご
と
の
特
定
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
に
応
じ

当
該
各
事
業
ご
と
に
区
分
し
て
、
交
付
等
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
ご
と
に
区
分
し
て
交
付
さ
れ
る
交
付
金
は
、
当
該
事
業

に
つ
い
て
の
負
担
又
は
補
助
に
係
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
又
は
補
助
金
と
み
な
す
。

４

前
条
第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
前
項
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
の
事
務
は
、
政
令
で
定
め
る
区
分
に
従
つ
て
農
林
水

産
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
行
な
う
。



５

激
甚
災
害
に
係
る
前
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
し
た
施
設
に

係
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
の
設
置
者
に
交
付
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
当
該
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
費

の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
当
該
施
設
の
所
在
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
国
が
交
付
等
を
行
な
う
特
別
財
政
援
助
額
の
交
付
等
の
時
期
そ
の
他
当
該
特
別
財
政
援
助
額
の
交
付
等
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
農
地
等
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
補
助
の
特
別
措
置
）

第
五
条

激
甚
災
害
を
受
け
た
政
令
で
定
め
る
地
域
に
お
け
る
当
該
激
甚
災
害
に
係
る
農
地
、
農
業
用
施
設
若
し
く
は
林
道
の
災
害
復
旧
事
業
（
農
林
水
産

じ
ん

じ
ん

業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
。
以
下
「
暫
定
措
置
法
」
と
い
う
。
）
の
適
用

を
受
け
る
災
害
復
旧
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
農
業
用
施
設
若
し
く
は
林
道
の
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
災
害
関
連
事
業

（
当
該
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
の
み
で
は
再
度
災
害
の
防
止
に
十
分
な
効
果
が
期
待
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
と
合
併
し
て
行
な
う
必
要
が

あ
る
農
業
用
施
設
又
は
林
道
の
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
国
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、

災
害
復
旧
事
業
に
あ
つ
て
は
暫
定
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
、
災
害
関
連
事
業
に
あ
つ
て
は
通
常
の
補
助
の
ほ
か
、
予
算
の
範
囲
内
に

お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

都
道
府
県
が
行
な
う
災
害
復
旧
事
業
又
は
災
害
関
連
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部

二

都
道
府
県
以
外
の
者
の
行
な
う
災
害
復
旧
事
業
又
は
災
害
関
連
事
業
に
つ
き
、
都
道
府
県
が
当
該
事
業
を
自
ら
行
な
う
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
を
受
け
る
べ
き
額
を
下
ら
な
い
額
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
補
助
に
要
す
る
経
費
（
そ
の
額
を
こ
え
て
補

助
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
経
費
を
除
い
た
経
費
）
の
全
部

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
国
が
行
な
う
補
助
の
額
は
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
又
は
当
該
災
害
関
連
事
業
に
要
す
る
経
費
の
額
（
災
害
復
旧
事
業
に
あ

つ
て
は
暫
定
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
、
災
害
関
連
事
業
に
あ
つ
て
は
通
常
の
補
助
の
額
に
相
当
す
る
部
分
の
額
を
除
く
。
）
の
う
ち

政
令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
部
分
の
額
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
分
し
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
部
分
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
九
の
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
額
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。



（
農
林
水
産
業
共
同
利
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
の
補
助
の
特
例
）

第
六
条

激
甚
災
害
を
受
け
た
暫
定
措
置
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
同
利
用
施
設
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
地
域
内
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
暫
定
措

置
法
第
二
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
四
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
三
万
円
」
と
、
同
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
十
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
十

分
の
四
（
当
該
事
業
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
十
分
の
九
）
」
と
し
、
そ
の
他
の
地
域
内
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
十
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
分
の
三
（
当
該
事
業
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
額
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
十
分
の
五
）
」
と
す
る
。

（
小
災
害
債
に
係
る
元
利
償
還
金
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
等
）

第
二
十
四
条

激
甚
災
害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
が
政
令
で
定
め
る
地
域
に
お
い
て
施
行
す
る
当
該
災
害
に
よ
つ
て
必
要
を
生
じ
た
公
共
土
木
施
設
及
び

公
立
学
校
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
う
ち
、
公
共
土
木
施
設
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
箇
所
の
工
事
の
費
用
が
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
あ

つ
て
は
八
十
万
円
以
上
百
二
十
万
円
未
満
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
三
十
万
円
以
上
六
十
万
円
未
満
の
も
の
、
公
立
学
校
施
設
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
一
学
校
ご
と
の
工
事
の
費
用
が
十
万
円
を
超
え
る
も
の
（
公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
の
な
い

も
の
に
限
る
。
）
の
費
用
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
に
要
す
る
経
費
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財

政
需
要
額
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

２

激
甚
災
害
を
受
け
た
地
域
で
農
地
そ
の
他
の
農
林
水
産
業
施
設
に
係
る
被
害
の
著
し
い
も
の
を
包
括
す
る
市
町
村
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
被
災
市
町
村
」
と
い
う
。
）
が
施
行
す
る
農
地
、
農
業
用
施
設
又
は
林
道
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
の
う
ち
、
一
箇
所
の
工
事
の
費
用

が
十
三
万
円
以
上
四
十
万
円
未
満
の
も
の
の
事
業
費
に
充
て
る
た
め
、
農
地
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事
業
費
の
百
分
の
五
十
、
農
業
用
施
設
又
は

林
道
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事
業
費
の
百
分
の
六
十
五
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
（
被
災
市
町
村
の
区
域
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

特
に
被
害
の
著
し
い
地
域
と
さ
れ
る
地
域
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
部
分
に
つ
い
て
は
百
分
の
九
十
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
率
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
）
で
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
に
要
す
る
経
費
は
、
地
方
交
付
税
法
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
地
方
債
は
、
国
又
は
日
本
郵
政
公
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
金
事
情
の
許
す
限
り
、
財
政
融
資
資
金
又
は
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
資
金
若
し
く
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
簡
易
生
命
保
険
資
金
（
以
下
こ
の
条
に



お
い
て
「
政
府
資
金
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て
引
き
受
け
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
債
を
政
府
資
金
で
引
き
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
地
方
債
の
利
息
の
定
率
及
び
償
還
の
方
法
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
（
抄
）

じ
ん

（
特
定
地
方
公
共
団
体
の
基
準
等
）

第
一
条

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当

じ
ん

す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
（
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
、
か
つ
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
法
の
規
定
の
適
用
が
指
定
さ
れ
た
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
ご

と
の
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
負
担
額
を
合
算
し
た
額
の
当
該
激
甚
災
害
が
発
生
し
た
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府

県
又
は
市
町
村
の
標
準
税
収
入
（
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
標
準
税
収
入
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
割
合
が
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
百
分
の

十
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
事
業
ご
と
の
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
）

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
ご
と
の
都
道
府
県
の
負
担
額
又
は
前
条
に
規
定
す
る
法
第
三
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
業
ご
と
の
市
町
村
の
負
担
額
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
合
算
し
た

金
額
と
す
る
。

一

都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
又
は
そ
の
機
関
が
施
行
す
る
事
業
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
二
条
た
だ
し
書
の

規
定
に
該
当
す
る
施
設
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
で
国
が
費
用
の
一
部
を
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
又
は
当
該
事
業

に
関
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
主
務
大
臣
が
激
甚
災
害
の
発
生
後
遅
滞
な
く
算
定
し
た
事
業
費
の
額
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該

費
用
に
充
て
る
収
入
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
金
の
額
を
当
該
事
業
費
の
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
し
、
以
下
「
査
定
事
業
費
の
額
」
と
い
う
。
）



か
ら
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額

二

都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
組
合
若
し
く
は
港
務
局
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
に
基
づ
く
港
務
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
又
は
当
該
組
合
の
管
理
者
若
し
く
は
長
若
し
く
は
港
務
局
の
長
が
施
行
す
る
事
業
で
国
が
費
用
の
一
部
を
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
査
定
事
業
費
の
額
に
対
す
る
当
該
組
合
の
規
約
又
は
港
務
局
の
定
款
で
定
め
ら
れ
た
分
担
割
合
に
よ
る
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
分
担
額
か

ら
そ
の
分
担
額
に
対
応
す
る
国
の
負
担
額
又
は
補
助
額
を
控
除
し
た
金
額

三

国
が
施
行
す
る
事
業
で
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
査
定
事
業
費
の
額
に
つ
い
て
当
該
都
道
府
県
又
は

市
町
村
が
負
担
す
る
金
額

四

国
が
施
行
す
る
事
業
で
第
二
号
に
規
定
す
る
組
合
又
は
港
務
局
が
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
査
定
事
業
費
の
額
に
対
す
る
同
号

に
規
定
す
る
分
担
割
合
に
よ
る
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
分
担
額

五

市
町
村
（
市
町
村
の
組
合
を
含
む
。
）
が
施
行
す
る
事
業
で
国
及
び
都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
都
道
府

県
に
あ
つ
て
は
査
定
事
業
費
の
額
に
つ
い
て
当
該
都
道
府
県
が
負
担
す
る
金
額
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
査
定
事
業
費
の
額
か
ら
国
及
び
都
道
府
県
が
負

担
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額
（
市
町
村
の
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
合
が
施
行
す
る
事
業
に
係
る
査
定
事
業
費
の
額
に
対
す
る

当
該
組
合
の
規
約
で
定
め
ら
れ
た
分
担
割
合
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
分
担
額
か
ら
そ
の
分
担
額
に
対
応
す
る
国
及
び
都
道
府
県
の
負
担
額
を
控
除
し
た

金
額
）

六

市
町
村
（
市
町
村
の
組
合
を
含
む
。
）
又
は
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
施
行
す
る
事
業
（
児
童
福
祉
法
第
五
十
二
条
た

だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
施
設
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
で
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
費
用
の
一
部
を
負
担
し
、
又
は
補
助
し
、
国
が
当
該
都
道
府
県
の
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
金
額
の
一
部
を
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
査
定
事
業
費
の
額
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
金
額
か
ら
国
が
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て
負
担
し
、

又
は
補
助
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
、
市
町
村
に
あ
つ
て
は
査
定
事
業
費
の
額
か
ら
都
道
府
県
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額
（

市
町
村
の
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
合
が
施
行
す
る
事
業
に
係
る
査
定
事
業
費
の
額
に
対
す
る
当
該
組
合
の
規
約
で
定
め
ら
れ

た
分
担
割
合
に
よ
る
市
町
村
の
分
担
額
か
ら
当
該
市
町
村
の
分
担
額
に
対
応
す
る
都
道
府
県
の
負
担
額
又
は
補
助
額
を
控
除
し
た
金
額
）



七

都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
施
行
す
る
事
業
で
そ
の
事
業
費
に
つ
き
国
が
費
用
を
負
担
し
な
い
も
の
（
児
童
福
祉
法
第
五
十
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に

該
当
す
る
施
設
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
査
定
事
業
費
の
額

２

（
略
）

（
公
共
土
木
施
設
等
の
小
災
害
債
の
対
象
と
な
る
事
業
の
施
行
地
域
）

第
四
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
の
区
域
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
業
費
の
合
計
額
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
標
準
税
収
入
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
地
方
公
共
団
体
で
あ
つ
て
、
そ
の
年
に
発
生
し

た
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
激
甚
災
害
の
た
め
当
該
地
方
公
共
団
体
が
施
行
す
る
公
共
土
木
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
で
一
箇
所
の

工
事
の
費
用
が
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
八
十
万
円
以
上
百
二
十
万
円
未
満
、
そ
の
他
の
市
町
村
に
あ
つ
て
は
三
十
万
円
以
上
六
十
万
円

未
満
の
も
の
（
以
下
「
公
共
土
木
施
設
小
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
激
甚
災
害
の
た
め
当
該
地
方
公
共
団
体
が
施
行
す
る
公
立
学
校
施

設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
で
一
学
校
ご
と
の
費
用
が
十
万
円
を
超
え
る
も
の
（
公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二

百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
の
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
「
公
立
学
校
施
設
小
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。
）
の
事
業
費
に
充
て

る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
の
合
計
額
が
限
度
額
（
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
八
百
万
円
、
指
定
都
市
以
外
の

市
で
人
口
三
十
万
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
百
万
円
、
人
口
三
十
万
人
未
満
十
万
人
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
二
百
五
十
万
円
、
人
口
十
万
人
未
満

五
万
人
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
百
五
十
万
円
、
そ
の
他
の
市
及
び
町
村
に
あ
つ
て
は
八
十
万
円
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
る
地
方
公
共
団
体

イ

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
事
業
費
で
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
係
る
激
甚
災
害
の
た
め
当
該
地
方
公
共
団
体
が
施
行
す
る
事
業
に
係
る
も
の
又
は
国
が
施
行
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
費
用
の
一

部
を
負
担
す
る
事
業
に
係
る
も
の

ロ

公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
事
業
費
で
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
係
る
激
甚
災
害
の
た
め
当
該
地
方
公
共
団
体
が
施
行
す
る
事
業
に
係
る
も
の

ハ

暫
定
措
置
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
事
業
費
で
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
法
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
係
る
激
甚
災
害
の
た
め
当
該

地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
で
施
行
さ
れ
る
事
業
に
係
る
も
の

二

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
公
共
土
木
施
設
小
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
特
定
地
方
公



共
団
体
の
地
方
債
に
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
激
甚
災
害
に
関
し
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
当
該
地
方
債
の
額
が
限
度
額
を
超
え
る
地
方
公
共
団
体
（
前
号
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）

三

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
公
立
学
校
施
設
小
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
特
定
地
方
公

共
団
体
の
地
方
債
に
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
激
甚
災
害
に
関
し
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
当
該
地
方
債
の
額
が
限
度
額
を
超
え
る
地
方
公
共
団
体
（
前
二
号
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）

２

（
略
）


